
各務原市商店街街路灯等撤去費補助金交付要綱 

（令和７年３月２７日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、老朽化した街路灯及びアーチ（以下「街路灯等」という。）の撤

去を推進するため、物価高騰の影響により街路灯等の撤去に踏み切れない市内の商

店街に対し、予算の範囲内で各務原市商店街街路灯等撤去費補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規則第３４

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象団体） 

第２条 補助金の交付の対象となるものは、市内に存する商店街振興組合法（昭和３

７年法律第１４１号）に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに商

店街の振興に寄与する振興会、発展会等の団体（以下「商店街」という。）とする。 

 （補助事業） 

第３条 補助事業は、次に掲げる事業とする。 

（１）商店街が所有する街路灯の撤去を行う事業 

（２）商店街が所有するアーチの撤去を行う事業 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費とし、補助金の額

は、当該経費の額に相当する額以内の額とする。 

 （事前協議） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとするものは、規則第４条第１項に規定する申

請書を提出する前に、街路灯等の撤去方法等について市と事前協議を行わなければ

ならない。 

 （交付申請に係る添付書類） 

第６条 規則第４条第１項に規定する申請書には、前条の事前協議において決定され

た街路灯等の撤去方法による見積書を添付しなければならない。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 


